
　　　　男女共同参画基本計画の内容を踏まえ，次の体制により基本計画を策定します。

議　会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　意見・提言　　　　　　　　　　　　　　　　　

策定委員会

　

意見・提言

反映

事務局（秘書政策課）

各課ヒアリング

第２期　潮来市男女共同参画基本計画策定体制

　　　　　　　　　　　　　　　市　　　長　　　　　　＊庁議含む

　　　　団体ヒアリング
　　　　ワークショップ
　　　　アンケート

審議・報告

ワーキングチーム

基本的方向の策定

　　　　　　　　　　　　男女共同参画審議会

委員長　副市長，副委員長　教育長・委員　各部長等


